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市
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憲
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１
日
制
定
）

　

わ
た
く
し
た
ち
は
、
青
い
海
と
緑
の
大
地
に
恵
ま
れ
た

美
し
い
自
然
と
温
か
い
人
情
を
誇
る
浜
田
市
民
で
す

　

明
る
く
豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
に

こ
の
憲
章
を
定
め　

力
を
あ
わ
せ
て
進
み
ま
す

一　

き
ま
り
を
守
り　

よ
い
習
慣
を
育
て

　
　

き
れ
い
な
住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

一　

心
身
の
健
康
に
心
が
け　

明
る
い
家
庭
を
築
き

　
　

ゆ
と
り
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

一　

働
く
喜
び
と
誇
り
を
も
ち

　
　

活
力
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

一　

郷
土
を
愛
し　

教
養
を
高
め

　
　

文
化
の
か
お
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

一　

高
齢
者
を
う
や
ま
い　

こ
ど
も
を
は
ぐ
く
み

　
　

み
ん
な
が
助
け
合
う
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

一　

命
の
大
切
さ
を
深
く
考
え

　
　

お
互
い
を
尊
重
す
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
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平成20年度浜田市決算状況を
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転入・転出・転居する皆さんへ
各種の届出をお忘れなく！ ………………………………Ｐ４
浜田図書館 休館と図書館ネットワークシステム
のお知らせ …………………………………………………Ｐ７
子育て＆健康ひろば ………………………………Ｐ16・Ｐ17

　２月21日㈰、ふるさと体験村（弥栄町）で、島根県
立大学の学生と児童が雪の中で遊びながら英語を通じ
て交流する「トークニア英語キャンプ」が開催されま
した。

大きな雪だるま作りに、
　　　　子どもたちは大喜び



2広報はまだ：平成22年３月15日号

　平成20年度の一般会計決算状況は歳入決算額が338億6,338万円（対前年度比2.1％減）、 歳出決算額は327億7,248万円（対前年度比4.7％減）、翌年度へ繰り越す財源6億1,110万円
を除いた実質収支で4億7,980万円の剰余金が生じました。現在の経済情勢を踏まえると、 当市の財政は、当面の危機的状況は回避できたものの、決して楽観できる状態ではなく、
引き続き「中期財政計画」に沿って、「物件費等55億円財源計画」など行財政改革を確実 に実行し、持続可能な財政の確立に努める必要があります。

歳入総額　338億6,338万円

区　分
具体的な内容決　算　額

自
主
財
源

市　　税 皆さんが納めた税金です。市民税、固定資産税、軽自動車税、た
ばこ税、入湯税などがあります。79億1,208万円

分担金及び負担金 特定のサービスを受ける人に負担してもらったお金です。保育
料、福祉施設入所負担金など。５億465万円

使用料及び手数料 市の施設の使用料や、住民票などの発行手数料などです。５億3,926万円
繰　入　金 基金（市の預金）を取り崩したり、特別会計（下段参照）から移

し入れたお金です。11億6,706万円
そ　の　他 預金利子や市の貸付けの返済金、事業受託収入などがあります。13億4,970万円

依
存
財
源

地方譲与税 国が徴収した揮発油税や自動車重量税などのうち、一定基準が市
に配分されます。４億7,925万円

地方交付税 市税収入の少ない市でも、市民に一定水準のサービスが行えるよ
う、国から交付されるお金です。所得税や法人税、消費税、酒税
などを配分しています。

112億7,347万円

国県支出金 市が行う事業に対し、国や県が補助したり負担するお金です。58億6,974万円
地　方　債 多額の経費がかかる事業（道路や学校建設など）を行うために、

国や銀行から借りたお金です。39億1,780万円
そ　の　他 地方消費税交付金、交通安全対策特別交付金、地方特例交付金、

自動車取得税交付金、配当割交付金などがあります。８億5,037万円

状況をお知らせします

※１　自主財源：浜田市が自らの権限で調達できる収入のことです。
※２　依存財源：国や県により交付されたり、割り当てられたりする収入や政府、銀行等から借り入れ
　　　　　　　　た収入のことです。

会　計　名 歳　入 歳　出

国民健康保険
事業勘定 6,703,287 6,678,331
直診勘定 261,883 261,883

駐 車 場 事 業 66,921 65,839
住宅新築資金等貸付事業 3,079 3,079
公設水産物仲買売場 18,686 18,348
老 人 保 健 医 療 事 業 822,669 876,007
国 民 宿 舎 事 業 76,409 76,409
公 共 下 水 道 事 業 582,515 582,442
農 業 集 落 排 水 事 業 1,225,941 1,224,806
漁 業 集 落 排 水 事 業 80,025 80,019
生 活 排 水 処 理 事 業 61,355 61,330
簡 易 水 道 事 業 1,154,596 1,154,191
後 期 高 齢 者 医 療 1,293,038 1,292,750

会　　計　　名 歳　入 歳　出

水 道 事 業
収益的収支 994,638 881,201
資本的収支 604,039 1,100,392

工業用水道事業
収益的収支 103,243 85,356
資本的収支 9,225 10,564

■特別会計 (単位:千円)

■公営企業会計 (単位:千円)

　浜田市の会計には、一般会計のほか、特定
の収入で支出を賄う特別会計が12あります。
また、地方公営企業法の適用を受け、独立採
算制を原則とした水道事業、工業用水道事業
の公営企業会計があります。

歳入歳出差引額　10億９,090万円
内訳　・翌年度繰越金　６億1,110万円…平成21年度に延長して行う事業に充てられます。
　　　・剰余金　　　　４億7,980万円…「財政調整基金」に積立を行います。

【歳入】

市税
23.4％

繰入金　3.4％
その他　4.0％

地方交付税
33.3％

国県支出金
17.3％

地方債
11.6％

その他　2.5％

自
主
財
源　
33.9
％

分
担
金
及
び
負
担
金　
1.5
％

使
用
料
及
び
手
数
料　
1.6
％

依
存
財
源　
66.1
％

地方譲与税　1.4％

※１

※２



3 広報はまだ：平成22年３月15日号

　平成20年度の一般会計決算状況は歳入決算額が338億6,338万円（対前年度比2.1％減）、 歳出決算額は327億7,248万円（対前年度比4.7％減）、翌年度へ繰り越す財源6億1,110万円
を除いた実質収支で4億7,980万円の剰余金が生じました。現在の経済情勢を踏まえると、 当市の財政は、当面の危機的状況は回避できたものの、決して楽観できる状態ではなく、
引き続き「中期財政計画」に沿って、「物件費等55億円財源計画」など行財政改革を確実 に実行し、持続可能な財政の確立に努める必要があります。

歳出総額　327億7,248万円

平成20年度浜田市決算

区　分
具体的な内容決　算　額

総　務　費 庁舎の管理、徴税、選挙などに使いました。57億5,043万円
民　生　費 お年寄りや障害のある人、生活保護、子育て支援などに使いました。69億7,095万円
衛　生　費 ごみ処理や火葬場の維持、病気の予防、環境保全などに使いました。37億3,390万円
農林水産業費 農業や林業、漁業の振興などに使いました。17億6,313万円
商　工　費 商業や工業、観光の振興、企業誘致などに使いました。10億6,968万円
土　木　費 道路や河川、公園、住宅の整備などに使いました。36億7,190万円
消　防　費 消火活動、救急救命などに使いました。10億5,774万円
教　育　費 小中学校、幼稚園、公民館の運営、文化財保護、生涯学習などに使い

ました。23億995万円
公　債　費 借金の返済に使いました。60億5,277万円
そ　の　他 議会の運営、勤労青少年ホームの運営などに使いました。３億9,203万円

支　　　出 市の性質別区分 金　額
食費
光熱水費、日用雑貨代
医療費、保育料など
ローンの返済金
子どもへの仕送り
家の増築費、新車購入
町内会費、ご祝儀など
定期預金
家や車の修理代、友
人ヘ貸したお金

人件費
物件費
扶助費
公債費
繰出金
普通建設費、災害復旧費
補助費など
積立金
維持補修費、貸付金、
投資及び出資金

５万１千円
３万円

３万８千円
５万円

２万６千円
４万２千円
２万５千円
５千円

６千円
支　　出　　合　　計 27万３千円

収　　　入 市の性質別区分 金　額
給料
家賃収入
預金の取り崩し
親からの援助
兄弟からの援助
借金

市税
使用料及び手数料など
繰入金
地方交付税、地方譲与税など
国県支出金
地方債

６万６千円
２万円
 １万円

10万５千円
４万９千円
３万２千円

収　　入　　合　　計 28万２千円

決算額（一般会計）を１万分の１にして12で割り、浜田家の１か月分の家
計簿風にしてみると…

浜田さん家の家計簿を見てみましょう !!

　毎月約９千円の黒字となり、１年で約10万８千円となりま
した。約６万円を翌年度に持っていき、残った約４万８千円
を『財政調整基金』銀行に預金しました。

平成20年度に実施した事業

浜田駅北地区整備事業
（事業費6億9,958万円）繰越明許費含む

CATV整備事業
（事業費11億1,258万円）繰越明許費含む

【歳出】

総務費
17.5％

民生費
21.3％

衛生費
11.4％

農林水産業費
5.4％

商工費　3.3％

土木費
11.2％

消防費　3.2％

教育費　7.0％

公債費
18.5％

その他
1.2％
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転
入
・
転
出
・
転
居
す
る
皆
さ
ん
へ　

各
種
の
届
出
を
お
忘
れ
な
く
！

総
合
窓
口
課
か
ら

転
入
・
転
出
・
転
居
の
届
出
を
お

忘
れ
な
く

　

引
っ
越
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

窓
口
に
来
た
人
の
本
人
確
認
を

行
っ
て
い
ま
す
。
運
転
免
許
証
な

ど
、
公
的
機
関
が
発
行
し
た
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
持
っ
て
い
な
い
人

は
、
健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
な

ど
２
点
で
の
確
認
に
な
り
ま
す
。

※　

届
出
は
、
本
庁
お
よ
び
各
支

所
・
連
絡
係
で
で
き
ま
す
。

※　

３
月
・
４
月
は
、
窓
口
が
大

変
混
雑
し
ま
す
。
本
庁
で
は
、

延
長
窓
口
・
特
別
開
設
日
曜
窓

口
を
行
い
ま
す
の
で
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

印
鑑
登
録
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

印
鑑
登
録
の
申
請
の
際
に
は
、

申
請
者
本
人
が
来
庁
し
、
公
的
機

関
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
身

分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
・
住
基

カ
ー
ド
な
ど
）
を
持
っ
て
い
れ
ば

印
鑑
登
録
証
を
そ
の
場
で
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
印
鑑
登

録
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま
す
。

　

身
分
証
明
書
が
な
い
場
合
や
代

理
人
申
請
の
場
合
は
、
印
鑑
登
録

証
の
交
付
ま
で
に
数
日
か
か
り
ま

す
の
で
、
は
や
め
に
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

本
庁
総
合
窓
口
課
（
☎
内
線

１
４
３
・
１
４
４
・
１
４
５
）

市
金
城
支
所
市
民
福
祉
課

（
☎
42
１
２
３
５
）

市
旭
支
所
市
民
福
祉
課

（
☎
45
１
４
３
４
）

市
弥
栄
支
所
市
民
福
祉
課

（
☎
48
２
６
５
６
）

市
三
隅
支
所
市
民
課

（
☎
32
２
８
０
７
）

水
道
部
か
ら

転
入
・
転
出
・
転
居
す
る
皆
さ
ん
へ

ま
ず
、
水
道
の
使
用
開
始
・
中
止

の
手
続
を
お
願
い
し
ま
す

　

引
っ
越
し
を
す
る
人
は
、
必
ず

次
の
こ
と
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

転
入
・
転
出
・
転
居
共
通

・

現
住
所
（
ま
た
は
入
居
予
定

の
住
所
）・
使
用
者
（
契
約
者
）

の
氏
名
・
電
話
番
号
・
緊
急
連

絡
先

・
水
道
使
用
開
始
、
ま
た
は
使

用
中
止
日
時

転
居
の
場
合

・

転
居
先
住
所
・
電
話
番
号

※　

市
内
で
転
居
す
る
場
合
は
、

転
居
先
の
自
治
区
へ
の
水
道
使

用
手
続
を
併
せ
て
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

※　

水
道
料
金
の
支
払
い
は
、
便

利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
、
ぜ

ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　

月
〜
金
曜
日
（
祝
日

を
除
く
。）
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

受
付
場
所

上
水
道（
浜
田
自
治
区
内
の
水
道
）

本
庁
水
道
部
工
務
一
課
業
務
係

（
☎
内
線
２
６
４
・
２
６
５
）

簡
易
水
道
（
そ
の
ほ
か
の
自
治
区

内
の
水
道
）

本
庁
水
道
部
工
務
二
課
庶
務
係

（
☎
内
線
２
７
６
）

市
金
城
支
所
簡
易
水
道
係

（
☎
42
１
２
３
６
）

市
旭
支
所
簡
易
水
道
係

（
☎
45
１
４
５
０
）

市
弥
栄
支
所
簡
易
水
道
係

（
☎
48
２
１
１
３
）

市
三
隅
支
所
簡
易
水
道
係

（
☎
32
２
８
８
１
）

受
付
時
間
外
・
夜
間
・
土
日
・
祝

日
の
場
合

水
道
事
業
協
同
組
合

（
☎
㉓
３
７
２
２
）

廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
課
か
ら

ご
み
処
理
場
の
特
別
開
場

　

３
月
は
、
多
量
の
引
っ
越
し
ご

み
な
ど
が
出
る
た
め
、
ご
み
処
理

場
を
特
別
開
場
し
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

・

ご
み
収
集
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・

一
般
家
庭
の
直
接
搬
入
の
み

を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

・

事
業
所
の
ご
み
は
直
接
搬
入

で
き
ま
せ
ん
。

・

市
三
隅
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー

は
、
開
場
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

本
庁
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
課

（
☎
内
線
２
２
３
）

※　転入届には転出証明書が必要です。前住所地の市区
町村役場で転出届を済ませてください。

届出の種類 届出の時期

転入届
（市外から浜田市内に引っ越した
とき）

引っ越した日から
14日以内

転出届
（浜田市外へ引っ越しするとき）

引っ越し先が決
まったら速やかに

転居届
（浜田市の中で引っ越したとき） 

引っ越した日から
14日以内

処理場名・電話 搬入できるごみ 特別開場日時

エコクリーンセンター
江津市波子町
(☎０８５５53５０８１)

燃やせるごみ
燃やせる粗大ごみ

３月20日㈯・27日㈯
午前９時～

午後４時30分

市不燃ごみ処理場
生湯町
（☎㉘３１４７）

燃やせないごみ
燃やせない粗大ごみ
古紙

３月20日㈯・27日㈯
午前９時～午後４時
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国勢調査
国
勢
調
査
に
伴
う
職
業・

産
業
調
査
の
実
施
に
つ

い
て

　

平
成
22
年
度
は
国
勢
調
査
の
年

で
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
４
月
１
日

以
降
に
戸
籍
届
を
出
す
際
に
は
、

職
業
欄
（
死
亡
届
は
職
業
・
産
業

欄
）
へ
の
記
入
が
必
要
で
す
（
15

歳
未
満
は
不
要
）。

調
査
対
象
と
調
査
期
間

調
査
方
法

　

各
届
出
書
の
職
業
欄
（
死
亡
届

は
職
業
・
産
業
欄
）
に
、「
職
業
・

産
業
例
示
表
」
に
従
っ
て
該
当
の

分
類
番
号
を
記
入
し
て
も
ら
い
ま

す
。「
職
業
・
産
業
例
示
表
」
は
、

窓
口
で
お
渡
し
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
調
査
の
結
果
は
、

少
子
化
対
策
・
公
衆
衛
生
・
労
働

衛
生
・
社
会
福
祉
お
よ
び
保
険
・

年
金
な
ど
各
種
施
策
の
基
礎
資
料

と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

本
庁
総
合
窓
口
課

（
☎
内
線
１
４
５
）

出生届 平成22年４月１日～平成23年３月31日に生まれ、
平成23年４月13日までに届出するもの

死亡届 平成22年４月１日～平成23年３月31日に死亡し、
平成23年４月６日までに届出するもの

死産届 平成22年４月１日～平成23年３月31日に死産があり、
平成23年４月７日までに届出するもの

婚姻届 平成22年４月１日～平成23年３月31日の間に届出するもの

離婚届

平成22年４月１日～平成23年３月31日の間に届出するもの
（ただし、調停・審判・和解・請求の認諾または判決によるものは、平
成22年４月１日～平成23年３月31日の間に成立・確定・認諾し、平成23
年４月９日までに届出するもの）

窓
口
業
務
の
時
間
を
延
長
し
ま
す

（
本
庁
の
み
の
実
施
で
各
支
所
・
連
絡
係
・
出
張
所
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。）

　

３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
に
か
け
て
、
転
出
・
転
入
な
ど
の
手
続
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
窓
口
が
大
変

混
み
合
う
た
め
、
平
日
の
窓
口
業
務
の
延
長
な
ら
び
に
３
月
28
日
㈰
・
４
月
４
日
㈰
の
午
前
中
も
窓
口
を
開
設

し
ま
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
３
月
末
で
通
常
の
日
曜
窓
口
が
廃
止
に
な
る
こ
と
か
ら
、
今
年
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申
請
・

交
付
手
続
も
で
き
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

平日延長窓口（月～金）　３月23日㈫～４月５日㈪　午後７時まで

利用できる手続

総合窓口課

住民異動届（転入・転出・転居・世帯変更など）、戸籍届出（出生・死亡・婚姻・
養子縁組など）、印鑑登録、各種証明書の交付（住民票の写し、戸籍謄本・
抄本、印鑑証明書、所得課税証明書）、パスポートの申請・交付、住民基本
台帳カードの申請・交付

医療保険課 国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、乳幼児医療、国民年金の各種申
請・届出

地域福祉課 障害者手帳、特別児童扶養手当の各種申請・届出

子育て支援課 保育所入退所、児童手当、児童扶養手当、放課後児童クラブ入退会の各種申
請・届出

特別開設日曜窓口　３月28日㈰・４月４日㈰　午前８時30分～午後０時30分

利用できる手続
上記の総合窓口課（パスポートの申請・交付を除く。）および医療保険課担当
業務のみ
※　注意事項
・届出の内容により、前住所地・本籍地やほかの行政機関への確認が必要な場合
は、預かりのみとなる場合があります。

・電子証明書の申請・広域住民票の交付など、ほかの行政機関を通じた手続が必
要な業務は行うことができません。

・窓口に来た人の本人確認を行っています。運転免許証など、公的機関が発行し
た顔写真付きの身分証明書を持参してください。持っていない人は、健康保険
証・年金手帳など２点での確認になります。

・手続には、印鑑・各種手帳・健康保険証・証明書などが必要な場合があります。
詳しくは、事前にお問い合わせください。
問い合わせ先
本庁総合窓口課（☎内線143・144）・本庁医療保険課（☎内線135・166）・本庁
地域福祉課（内線154・156）・本庁子育て支援課（☎内線166・167）
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　市税などの納付を口座振替にすると、納期のたび
に現金を持って出かける手間も省け、大変「便利」
で「安心」かつ「確実」です。
　振替日は、それぞれの各納期の末日です。申し込
みの翌月の納期から振替が始まります（ゆうちょ
銀行については、申し込みが20日以降の場合は、
翌々月からとなります）。
　ただし、平成22年度当初か
ら振替を希望する場合は、次
の期限までに申し込んでくだ
さい。
◆固定資産税・軽自動車税
　４月１日㈭まで
◆市県民税・国民健康保険料
　５月20日㈭まで
申込手続
・預貯金口座のある市内の金融機関や、ゆうちょ銀
行で受け付けます。

・預貯金通帳と、それに使用している印鑑を持参し
てください。
・申込書は金融機関や、ゆうちょ銀行の窓口にもあ
ります。

　これまで単独名義（例：浜田太郎）分を振替申し
込みすると、相続人代表者や共有名義（例：浜田太
郎外、浜田太郎外１名など）分のうち、表記の氏名
が同じものは、すべて引き落としの対象となってい
ましたが、それぞれ別の口座で引き落としをするこ
とが可能となりました。
　その場合、新たな手続が必要です。申込書の納税
義務者欄に「浜田太郎（単独名義のみ）」、「浜田太
郎外（相続人代表者のみ）」、「浜田太郎外１名（共
有名義のみ）」と必ず記入の上、取扱金融機関へ申
し込んでください。

問い合わせ先
　本庁徴収課徴収係（☎内線２１０）

市税などの納付は口座振替をお勧めします

固定資産税の口座振替について

お知らせ

「高齢受給者証」とは？
　70歳になると、病院に行くときの自己負担割合な
どが変わります。この変更は70歳の誕生日の翌月
（１日が誕生日の人はその月）からで、所得に応じ
て自己負担割合【２割（ただし、平成22年７月31日
までは１割）】または【３割】のいずれかが記載さ
れた「高齢受給者証」が交付されます。
　浜田市国民健康保険加入者は、市から送付します
ので手続は不要です。そのほかの保険加入者は、各
健康保険者から交付されます。
　高齢受給者証は、自己負担割合を証明するもので
す。病院などの窓口で保険証とともに提示してくだ
さい。

問い合わせ先
　本庁医療保険課国保係（☎内線１３４・１３５・１５８）
　市金城支所市民福祉課市民係（☎42１２３５）・市旭支所市民福祉課市民係　　（☎45１４３４）
　市弥栄支所市民福祉課市民係（☎48２６５６）・市三隅支所市民課国保年金係（☎32２８０７）

国民健康保険証のように有効期限があるの？
　今回、３月下旬に送付する高齢受給者証は、４月
１日～７月31日まで使用してもらいます。
　８月からは、前年の所得をもとに自己負担割合の
判定を行い、自己負担割合の決定した高齢受給者証
を７月下旬に送付する予定です。なお、浜田市国民
健康保険から、ほかの健康保険に加入した場合や75
歳になり後期高齢者医療制度で医療を受けることに
なったときには、はずれることになります。
　平成22年３月末まで高齢受給者の医療機関での自
己負担割合が「２割」から「１割」に据え置かれて
いましたが、その後、再度見直しが行われ、さらに
１年間（平成23年３月末まで）据え置かれることに
なりました（現役並み所得者は「３割」のままです）。

　70歳～74歳の浜田市国民健康保険加入者へ、
４月１日から使う「高齢受給者証」を３月下旬
に世帯主あてに送付します。証が届いたとき
は、内容を確認してください。

(医療の窓口から)

「国民健康保険高齢受給者証」

の発送について
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浜田図書館 休館と図書館ネットワークシステムのお知らせ

　平成22年度子ども会安全会の加入を受け付けま
す。子ども会活動時の事故に対する見舞金制度で
す。行事中、往復途中などにおいて発生した事故や
けがに対して見舞金が支払われます。
　４月１日から補償を受けるためには３月31日まで
に会費を納入する必要があります。４月に行事があ
る場合は、３月中に加入手続をお願いします。
　４月１日以降は、加入手続の翌日からの補償とな
ります。けがをしてから加入しても見舞金を支払う
ことはできません。
【見舞金の給付額】
負傷・疾病の場合
　保険医療総額の50％を給付します。ただし、日数
と支給額に次の制限があります。
治療限度期間　180日
見舞金支給限度額　1,000円以下の場合は、支給は
ありません。50万円を超える場合は、50万円を限
度として支給します。

死亡の場合
死亡見舞金　600万円

【証明書等支給額】
　各種証明書代として、１件につき2,000円を限度
として、実費を支給します。
【申込方法】
　所定の申込書（本庁生涯学習課にあります。）に
必要事項を記入の上、名簿・年間計画書・会費を添
えて提出してください。
会費　１人120円（年額）
※　就学３年前の幼児から大人まで加入できます。
※　大人は１人以上の加入をお願いします。
受付期間　３月～翌年２月末
加入期間　受付日～次の３月31日
【事故・けがが起きたときの対応】
　すぐに連絡してください。見舞金請求に必要な書
類一式を送付します。
申し込み・問い合わせ先
　本庁生涯学習課
　（☎内線４６０）

平成22年度全国子ども会安全会
－子ども会活動を活発に

　　　　小さな備えで大きな安心－

　図書館ネットワークシステム導入に伴う館
内作業のため休館します。
休館日　４月８日㈭～５月７日㈮
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
図書館ネットワークシステム
　市内５つの図書館（室）で進めている蔵書
のデータベース化を含む図書館ネットワーク
システムが５月８日㈯から稼動します。
　このシステムは、各館の約11万冊のデータ
を共有し、利便性の向上を図ることにより、
多くの皆さんに図書を活用してもらうことを
目的としています。
　貸出し・返却については、利用者カード
（氏名非表示・貸出し書名明示）を使用する
ことにより、処理の迅速化と貸出し冊数の増
を行います。また、インターネットを利用し
た蔵書の検索（６月～）・予約（７月～）や
市内のどこの館からでも蔵書の取り寄せ・返
却ができるようにします。
　なお、詳しくは、４月開始の図書館（全館・
室）専用ホ－ムページでお知らせします。
問い合わせ先
　浜田図書館（☎㉒０４８０）

自宅のパソコン・携帯電話から、
本の検索・予約ができます。

学校・公民館を巡回

すべての図書館の本が、希望の
図書館で受け取り、近くの図書
館で返却ができるようになりま
す。（７月～）

浜田図書館

旭図書館金城図書館

三隅図書室弥栄図書室

本

本本

本

本

ラブック号
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回収
農
業
用
廃
棄
農
薬
の

回
収
実
施
に
つ
い
て

　

Ｊ
Ａ
い
わ
み
中
央
で
は
、
廃
棄

す
べ
き
農
薬
の
回
収
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。

日
時　

３
月
26
日
㈮
・
27
日
㈯

　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

場
所　

Ｊ
Ａ
各
地
区
の
営
農
経
済

セ
ン
タ
ー

処
理
単
価　

１
㎏
（
風
袋
込
み
）

当
た
り
４
８
０
円
（
税
込
み
）

住宅手当
住
宅
手
当
緊
急
特
別

措
置
事
業
に
つ
い
て

離
職
に
よ
っ
て
住
居
を
喪
失
ま
た

は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
人
へ

　
「
住
宅
手
当
緊
急
特
別
措
置
事

業
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

就
労
能
力
・
意
欲
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
離
職
に
よ
り
住
居

を
喪
失
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ

る
人
に
、
最
大
６
か
月
間
住
宅
手

当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※　

詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/

問
い
合
わ
せ
先

本
庁
地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
係

（
☎
内
線
１
６
３
）

※　

当
日
は
、
印
鑑
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

Ｊ
Ａ
い
わ
み
中
央
経
済
企
画
課

（
☎
㉒
８
８
２
３
）

ま
た
は
各
地
区
営
農
経
済
セ
ン

タ
ー

注意
１
１
９
番
通
報

に
つ
い
て

　

消
防
車
・
救
急
車
が
必
要
な
と

き
、
遠
方
の
親
戚
や
友
人
な
ど
に

通
報
を
依
頼
し
、
１
１
９
番
通
報

を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
場
所
の
特
定
に
時
間
が

か
か
り
、
結
果
的
に
現
場
へ
の
到

着
が
遅
れ
ま
す
。

　

次
の
こ
と
を
守
り
、
正
し
く

１
１
９
番
通
報
を
す
る
よ
う
に
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

○
で
き
る
限
り
、
現
場
の
近
く
か

ら
通
報
す
る
。

○
携
帯
電
話
は
、
そ
の
場
か
ら
移

動
せ
ず
に
通
報
す
る
。

○
消
防
署
・
出
張
所
の
電
話
（
加

入
電
話
）
に
通
報
を
し
な
い
。

※　

市
消
防
本
部
で
は
、
１
１
９

番
受
信
時
に
、
機
械
が
自
動
的

に
発
信
場
所
を
特
定
し
て
い
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

市
消
防
本
部
通
信
指
令
課

　
（
☎
㉒
０
１
１
９
）

公証役場
相
続
・
遺
言
・
任
意
後

見
等
公
証
法
律
相
談
に

つ
い
て

　

相
続
・
遺
言
・
任
意
後
見
・
尊

厳
死
宣
言
・
離
婚
給
付
（
養
育

費
）・
債
務
弁
済
・
賃
貸
借
な
ど

の
各
種
公
証
法
律
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

日
時　

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除

く
。）
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

日
曜
公
証
法
律
相
談
（
要
予
約
）

日
時　

毎
月
第
４
日
曜
日

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所　

浜
田
公
証
役
場
（
い
わ

み
ー
る
２
階
）

料
金　

無
料

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　

浜
田
公
証
役
場

　
（
☎
㉒
７
２
８
１
）

　ＮＴＴグループでは、地球にやさしい取り組みと
して、新しい電話帳を届ける際に、古い電話帳を回
収し、それを新しい電話帳の原材料にする『電話帳
クローズドループリサイクル』の取り組みを行って
います。新しい電話帳を届けた際に、配達員に古い
電話帳を渡してください。
　なお、新しい電話帳を届けた際に不在の場合は、
改めて回収に伺いますので、連絡してください。ま
た、タウンページセンタでは、届け先・配達冊数の
変更なども受け付けていますので、気軽に連絡して
ください。

受付時間　月～金曜日　午前９時～午後５時
※　祝日・年末年始（12月29日～１月３日）は除く。
連絡・問い合わせ先　タウンページセンタ（☎０１２０-５０６-３０９）

　ＮＴＴグループが発行している電話帳広告料金の
請求書は、ＮＴＴ西日本またはＮＴＴ中国電話帳㈱
の名称およびマークが必ず明記されています。「タ
ウンページ」「ハローページ」に記載されている広
告の切り抜きを貼付した振込用紙は、ＮＴＴグルー
プの請求書とは無関係ですので注意してください。
　支払いの際には、ＮＴＴグループのマークがつい
ているか、必ず確かめてください。少しでも不審に
思ったら、お問い合わせください。

地球にやさしい電話帳を作るため、

古い電話帳の回収にご協力を
電話帳の広告料金請求書にご注意を
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貴重な実体験を交え、講演される
関矢登さん・延恵さん

安
全
・
安
心
な
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ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

レジ袋削減に関するアンケート調査の結果

　レジ袋削減に向けた取り組みの方向性を検討するため、
昨年11月～12月にかけて「市民アンケート」および「事業
所アンケート」を実施しました。アンケート調査結果の一
部をお知らせします。
アンケート依頼数
　市民1,000人・事業所127店
アンケート回収数
　市民546人（54.6％）・事業所62店（48.8％）
市民アンケート（主な意見を掲載）
Ｑ　買い物に行くとき「マイバッグ」などを持参していま
すか。

Ａ　いつも持参（53.3％）
　　時々持参（25.5％）
　　持参しない（11.4％）
Ｑ　レジ袋削減を進めるには、どのようなことが必要だと
思いますか。

Ａ　店でのサービスポイントなど（46.2％）
　　レジ袋有料化（無料配布中止）（41.4％）
Ｑ　レジ袋の有料化について、どのようにお考えですか。
Ａ　賛成（47.4％）
　　反対（13.7％）
　　どちらともいえない（33.3％）
事業所アンケート（主な意見を掲載）
Ｑ　レジ袋の削減に取り組んでいますか。
Ａ　取り組んでいる（62.1％）
　　特に取り組んでいない（36.2％）
Ｑ　レジ袋削減について、どのような取り組みが良いと思
いますか。

Ａ　啓発活動（36.2％）
　　店でのサービスポイントなど（31.0％）
　　レジ袋有料化（無料配布中止）（29.3％）
Ｑ　レジ袋の有料化について、どのようにお考えですか。
Ａ　賛成（37.9％）
　　反対（15.5％）
　　どちらともいえない（34.5％）
※　アンケート調査結果の詳細は、市ホームページに掲載
しています。

～二酸化炭素（CO２）の排出を　　
　　減らして、地球温暖化を防ごう！～
　家事の時間が節約できる食器洗い乾燥機は
便利ですね。ここでちょっと食器洗い乾燥機
の使い方を見直してみましょう。環境にやさ
しいだけでなく、家計にもおトクです。
☆使用するときは、まとめ洗いをしましょ
う。

手洗いの場合
　年間でガス81.62㎥
　年間で水道47.45㎥　　合計　約23,470円
食器洗い乾燥機の場合
　年間で電気525.20kwh
　年間で水道10.80㎥　　合計　約14,020円
手洗いの場合－食器洗い乾燥機の場合
　年間差額　約9,450円の節約
　原油換算－37.67Ｌ　CO２削減量－52.1㎏
※　水道のエネルギー消費量を含んでいない
ため、マイナス値となっています。

■給湯器（40℃）、使用水量65Ｌ/回（冷房期
間は、給湯器を使用しない）の手洗いの場
合と給水接続タイプで標準モードを利用し
た食器洗い乾燥機の場合との比較（手洗い・
食器洗い乾燥機ともに２回/日）

【一口メモ】洗浄終了後、扉を開けて余熱だ
けで乾燥させれば、さらに省エネです。

出典　㈶省エネルギーセンター【家庭の省エネ大事
典2009年２月版】

問い合わせ先
　本庁くらしと環境課
　（☎内線２１８・２２１）

今日からおうちで省エネ!!

【食器洗い乾燥機の巻】
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三隅発電所1号機運転に伴う環境等監視調査結果の公表

　中国電力㈱は、三隅発電所の運転による周辺環境へ
の影響を把握するため、県・市および中国電力㈱の３
者間で締結した「環境保全に関する協定書」に基づき、
発電所周辺において継続的な調査を行っています。
　このたび「三隅発電所周辺環境対策連絡協議会」は、
中国電力㈱から提出された運転開始後10年目の調査結

果を検討し、大気関係の周辺影響についての評価を行
いましたので、結果をお知らせします。
問い合わせ先
本庁くらしと環境課（☎内線２１８・２２１）
協議会事務局【浜田保健所環境保全グループ（☎㉙
５５５９）】

（運転開始後10年目・平成20年度）

調査結果および評価

調査結果の概要および
総合評価

　中国電力㈱による報告書は、大気関係の10項目について「発電所１号機の運転開
始前後の調査結果に著しい変化は認められず、運転開始に伴う影響は少ないと考え
る」とされています。
　これに対し、当協議会は、いろいろな文献や関係資料などを参考に慎重に検討し
ました。その結果、大気関係のどの項目においても、運転開始前の状況と比べ明ら
かな変化は認められなかったことから、総合的にみて周辺地域への影響は認められ
ないと判断しました。

調
査
項
目
ご
と
の
調
査
結
果

お
よ
び
評
価　
　
　
　
　
　

①大気質

（大気の環境基準が定められている二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質およ
びオキシダントの濃度）
　県の各測定結果においても、運転開始前との大きな変化が認められないことか
ら、運転による大気質への影響は認められないものと判断しました。

②降下ばいじん

（大気中に浮遊しているばい煙や粉じんなどが、自重や雨の作用によって地上に落
ちてくるもの）
　運転開始前後の降下ばいじん総量には、明らかな変化は認められないことから、
運転による影響は認められないものと判断しました。

③重金属
（ガス状の水銀や大気中に浮遊している粉じん中のニッケルや亜鉛など）
　県の測定結果でも低い値であり、運転開始前後の値に明らかな変化は認められな
いことから、運転による影響は認められないものと判断しました。

　「えせ同和行為」とは、同和問題を口実にして何らかの利権を得るための「ゆ
すり・たかり」などを行う不当な行為を言います。
　事業所や施設の代表者・事務担当者が異動する年度末・年度当初には、同和
問題解決を目的とした団体を名のって高額な図書の購入を要求したり、土木建
築工事への下請け参加を強要したりする「えせ同和行為」が多発します。
　もし不当な要求を受けたときは、毅然とした態度で断固拒否してください。
そして、その事例を速やかにいずれかの関係機関へ連絡・相談してください。
　詳しくは、県・市のホームページをご覧ください。
県のホームページアドレス
　http://www.pref.shimane.lg.jp/jinkendowa/
市のホームページアドレス
　http://www.city.hamada.shimane.jp/kurashi/jinken/esedouwa.html
連絡・相談先
県西部人権啓発推進センター（☎㉙５５３０）
浜田警察署（☎㉒０１１０）
松江地方法務局浜田支局（☎㉒０９５９）
本庁人権同和教育啓発センター（☎内線３４５）

問い合わせ先　本庁人権同和教育啓発センター

排除しよう えせ同和行為　～同和問題の解決のために～


